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目 標 達 成

堺市環境マスコットキャラクター
ムーやん

内容 担当部署 所在地

産業廃棄物の処理に関すること

事業系一般廃棄物の
処理に関すること

清掃工場への搬入に
関すること

許可業者に係る収集・処分に関すること

資源循環推進課
☎ 072-228-7479
FAX 072-228-7063

堺区南瓦町３番１号
市役所高層館５階北

市に申込む継続・臨時収集に関すること 環境業務課 堺区南瓦町３番１号
市役所高層館４階北

クリーンセンター東工場への搬入
クリーンセンター
管理課

東区石原町1丁102番地

クリーンセンター臨海工場への搬入 堺区築港八幡町1番地70

環境対策課 堺区南瓦町３番１号
市役所高層館４階南

電話番号・FAX

☎ 072-228-7429
FAX 072-229-4454

☎ 072-252-0815
FAX 072-251-9646

☎ 072-282-7400
FAX 072-282-7870

☎ 072-228-7476
FAX 072-228-7317

事業所から出る紙類のリサイクルに関すること
事業用大規模建築物に関すること

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/chousa/sasshi/77705820240513150434883.html
https://x.com/sakai_Muyan
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て え ！て り ！！
堺市環境マスコット

キャラクター「ムーやん」

買ってすぐに食べるときに、商品棚の手前に並ん
でいる賞味・消費期限の短い商品を選ぶ購買行動
「てまえどり」を推進するPOPを作成し、市内
の食品スーパー等協力店舗で掲示しました。

まだ食べられるのに、売れ残り等で廃棄されてしまいそうな食品を消費者の
ニーズとマッチングさせることで食品ロスを減らす「フードシェアリング」の
推進のため、令和5年1月18日にフードシェアリングアプリ「TABETE」を運
営する株式会社コークッキングと「堺市における食品ロス削減に向けた連携協
定」を締結しました。

てまえどりPOPの作成

フードシェアリングの推進

「てまえどりPOP」の掲示にご協力いただける店舗にPOPを配布しています。
1Pに記載の資源循環推進課の連絡先までお問合せください（配布枚数は要相談）。
※お渡しするPOPは画像のものと別デザインになります。

食品小売り事業者のみなさまへ

食品ロス削減に向けて、廃棄間近の食品を「TABETE」に出品してみませんか？
詳しくは堺市ホームページ「フードシェアリングサービスを利用しましょう」をご覧ください。

飲食店等のみなさまへ

事業系古紙の排出事業者を対象に、減量化・リサイ
クルに関する理解を深めることを目的として、令和5
年8月30日に事業系古紙リサイクルセミナーを開催
しました。当日は、124事業者（163人）にご参加
いただきました。

事業系セミナーの開催

※ 事業所から出る紙類の排出ルールについて、詳しくは3・4Pをご確認ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/recycle/syokuhinrosu/foodshare.html
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地球環境問題の解決・清掃工場の安定稼働に向け、ペーパーレスに取り組むとともに、紙類の分別・リサイクル
にご協力ください。分別することでごみにならず、新しい紙製品に生まれ変わることができます！

対応は
お済み
ですか？

リサイクル可能な紙類は
清掃工場への搬入禁止です

ごみとして出したり、ごみに混ぜたりすることはできません！

事業所から出る
の排出ルール変更

令和6年1月スタート
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リサイクルできる紙類の品目（清掃工場への搬入禁止対象）
新　聞 雑　誌 ダンボール OA紙 その他の古紙 シュレッダー紙

カタログ/ノート/
パンフレット/
週刊誌/書籍等

コピー用紙／コンピューター用紙※防水加工したものを除く

リサイクルできる紙類を
シュレッダー
したもの

その他の古紙の具体例

名　刺

ティッシュの空箱

卵・果物などの
紙製緩衝材

割りばしの紙袋

のし袋 画用紙

紙　袋カレンダーポスター

包装紙 空　箱

チラシ はがきダイレクトメール

封　筒 フラットファイル 

メモ用紙

トイレットペーパー・
ラップの芯

値札などの
紙製タグ

この内容は一例です。具体的な回収品目や
分別方法・出し方
等は、契約する古紙
取扱業者と相談のう
え決定しましょう。

リサイクル可能な紙
類や禁忌品の詳細
はこちら
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https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/jigyosho/jigyogomi/kyouryoku/17887020220628151538033.html
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堺市 環境局 環境事業部 資源循環推進課
〒590-0078　
堺市堺区南瓦町3番1号　TEL（072）228-7479　FAX（072）228-7063

古紙取扱事業者（機密処
理を含む）の情報はこちら
もご参照を！

紙類のリサイクルに関する
パンフレット等は
こちら

事業系
一般廃棄物減量ブック
はこちら

～市作成パンフレット・資料～～市作成パンフレット・資料～～市作成パンフレット・資料～～市作成パンフレット・資料～
事   業   系
一般廃棄物
減量ブック
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事業者が排出する廃棄物の処理
事業系一般廃棄物とは
事業者の責務
堺市の事業系一般廃棄物の現状

事業系一般廃棄物の減量
（１）事業系一般廃棄物の減量化・リサイクルの手順
（２）４Ｒの推進
（３）事業系食品ロスの削減 
（４）紙類のリサイクル推進
業種別ごみの減量やリサイクルの推進
事業用大規模建築物

事業系一般廃棄物の処理方法
（１）リサイクルできるものの場合　
（２）リサイクルできないものの場合
【清掃工場では搬入物検査を実施】
【事業者の適正処理と減量化・リサイクルのためのチェックリスト】
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シュレッダー
紙

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/jigyosho/jigyogomi/kyouryoku/koshigyousyasyoukai.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/jigyosho/jigyogomi/kyouryoku/siryou.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/jigyosho/jigyogomi/71853220220318133630122.html



